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空き家対策の推進を目的とした固定資産税の住宅用地特例に関する取組について 

（情報提供） 

 

空き家対策において、特定空家等の所有者等に対し適切な管理や除却を促すことは喫緊の

課題であるため、住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例は、地方税法（昭和25年法

律第226号）第349条の３の２に基づき、空家等対策の推進に関する特別措置法（平成26年法

律第127号。以下「空家法」という。）第14条第２項の規定により特定空家等の所有者等に対

し勧告がされた同法第２条第２項に規定する特定空家等の敷地の用に供されている土地につ

いては適用されないこととされています。 

また、「「地方税法第三百四十九条の三の二の規定における住宅用地の認定について」等

の一部改正について」（平成27年５月26日付総税固第42号。各道府県総務部長及び東京都総

務・主税局長あて総務省自治税務局固定資産税課長通知）において明記されているとおり、

賦課期日における当該家屋の使用若しくは管理の状況又は所有者等の状況等から客観的にみ

て、当該家屋について、構造上住宅と認められない状況にある場合、使用の見込みはなく取

壊しを予定している場合又は居住の用に供するために必要な管理を怠っている場合等で今後

人の居住の用に供される見込みがないと認められる場合には、住宅には該当しないものとさ

れ、そのような家屋の敷地の用に供されている土地については、住宅用地特例の対象とはな

らないこととされています。 

今般、空家法附則第２項の規定に基づき、同法の施行後５年を経過した場合の同法施行の

状況を勘案し、その検討結果に基づく当面の対応の一環として、「居住の用に供するために

必要な管理を怠っている場合等で今後人の居住の用に供される見込みがないと認められる場

合」に該当するか否かを判断し、該当する家屋の敷地の用に供されている土地について、同

法第14条第２項に基づく勧告の有無にかかわらず住宅用地に対する固定資産税の課税標準の

特例の対象から除外する取組を進めている市町村の事例を別紙のとおり情報提供いたします

ので、空き家対策の実施に当たっての参考としてください。 

なお、各都道府県においては、貴都道府県内の市町村（指定都市を除く。）に対し、本通

知を周知いただきますようお願いいたします。 

  



（別紙） 「空家法第 14条第２項に基づく勧告の有無にかかわらず固定資産税の住宅用地特

例の対象から除外する市町村の取組例」 

（別添１）「地方税法第三百四十九条の三の二の規定における住宅用地の認定について」等

の一部改正について 

（別添２）根拠法令 



空家法第 14条第２項に基づく勧告の有無にかかわらず 

固定資産税の住宅用地特例の対象から除外する市町村の取組例 

 

 

以下の事例は、「「地方税法第三百四十九条の三の二の規定における住宅用地の認定につ

いて」等の一部改正について」（平成 27年５月 26日付総税固第 42号）に記載の「居住の

用に供するために必要な管理を怠っている場合等で今後人の居住の用に供される見込みがな

いと認められる場合」に該当するか否かを判断し、住宅用地特例の対象から除外する取組で

ある。 

 

 

〇京都市の取組内容 

・空き家対策部局が、「京都市空き家等の活用、適正管理等に関する条例」等で定める基準

に基づき、主要構造部（壁、柱、屋根等）が特定空家等に相当する状態にあると判断した

空き家の情報を税務部局に共有する。 

・税務部局は、空き家対策部局から情報を共有された空き家について、「京都市固定資産税

等住宅用地認定基準」及び内規に基づき、「居住の用に供するために必要な管理を怠っ

ている場合等で今後人の居住の用に供される見込みがないと認められる場合」は当該空

き屋の敷地の用に供されている土地について、住宅用地特例の対象から除外する。 

・なお、住宅用地特例の対象から除外する前には、空き家対策部局において税務部局に共

有した空き家の所有者に対し、管理不全状態の速やかな解消と賦課期日までに管理不全

状態が改善されない場合は住宅用地特例の対象から除外する可能性があることを通知す

る。また、税務部局においても、住宅用地特例の対象から除外する前に、居住の用に供す

るために必要な管理を怠っている場合等で今後人の居住の用に供される見込みがないと

認められる空き家の所有者に対して、住宅用地特例の対象から除外する旨を通知する。 

 

 

〇神戸市の取組内容 

・空き家対策部局が、「神戸市空家空地対策の推進に関する条例」等で定める基準に基づ

き、建築物が特定空家等に相当すると判断した空き家の情報を税務部局に共有する。 

・税務部局は、空き家対策部局から情報を共有された空き家について、「災害に係る住家の

被害認定基準運用指針」（令和 2 年 3 月内閣府（防災担当））のうち、第 1 次調査の基

準を活用した外観調査を行い、「居住の用に供するために必要な管理を怠っている家屋」

であると認められる場合は、当該空き家の所有者に対し、今後修繕等の予定が無ければ

当該空き家の敷地の用に供されている土地について、住宅用地特例の対象から除外する

旨を示しつつ意向の確認を行い、解体予定である場合や連絡がない場合等においては、

住宅用地特例の対象から除外する。 

 

 

（別紙） 



総 税 固 第 ４ ２ 号

平成２７年５月２６日

各道府県総務部長 殿

（市町村税担当課扱い）

東京都総務・主税局長 殿

（市町村税・固定資産税担当課扱い）

総務省自治税務局固定資産税課長

（公印省略）

「 」等地方税法第三百四十九条の三の二の規定における住宅用地の認定について

の一部改正について

空家等対策の推進に関する特別措置法（平成26年法律第127号）の施行に伴い、地方税法

等の一部を改正する法律（平成27年法律第２号）第１条中地方税法第349条の３の２第１項の

改正規定及び附則第17条第３項の規定が、平成27年５月26日から施行されます。

これに併せ、その敷地の用に供する土地が固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例

の適用対象となる人の居住の用に供する家屋（住宅）についての取扱いの明確化を図る観点

から、「 」（平成地方税法第三百四十九条の三の二の規定における住宅用地の認定について

９年４月１日自治固第13号）について別添新旧対照表のように改正いたしますので、適切に対

応いただきますようお願いいたします。

なお、「 22 についても別添新平成６年２月 日付け自治省税務局固定資産税課長内かん」

旧対照表のように改正いたします。

貴都道府県内の市区町村に対しても、この旨をご連絡いただきますようお願いまた、

いたします。

なお、本通知は地方自治法（昭和22年法律第67号）第245条の４（技術的な助言）に基づくも

のです。
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根拠法令 

○地方税法（昭和二十五年法律第二百二十六号） 

（住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例） 

第三百四十九条の三の二 専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する

家屋で政令で定めるものの敷地の用に供されている土地で政令で定めるもの（前条（第十一項

を除く。）の規定の適用を受けるもの及び空家等対策の推進に関する特別措置法（平成二十六年

法律第百二十七号）第十四条第二項の規定により所有者等（同法第三条に規定する所有者等を

いう。）に対し勧告がされた同法第二条第二項に規定する特定空家等の敷地の用に供されている

土地を除く。以下この条、次条第一項、第三百五十二条の二第一項及び第三項並びに第三百八

十四条において「住宅用地」という。）に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九

条及び前条第十一項の規定にかかわらず、当該住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべ

き価格の三分の一の額とする。 

２～３（略） 

 

○空家等対策の推進に関する特別措置法（平成二十六年法律第百二十七号） 

（定義） 

第二条 （略） 

２ この法律において「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となる

おそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていな

いことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置す

ることが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。 

（特定空家等に対する措置） 

第十四条 市町村長は、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、除却、修繕、立

木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置（そのまま放置すれば倒壊等

著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態にな

い特定空家等については、建築物の除却を除く。次項において同じ。）をとるよう助言又は指導

をすることができる。 

２ 市町村長は、前項の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該特定空家等の状

態が改善されないと認めるときは、当該助言又は指導を受けた者に対し、相当の猶予期限を付

けて、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとる

ことを勧告することができる。 

３～15（略） 

附 則 

（検討） 

２ 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、

必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の

措置を講ずるものとする。 

別添２ 


